
石灰岩や岩石等といった鉱物の採掘事業に関して、コンクリートや道路用資

材の代替骨材として再生砕石が広く利用されるようになり、生産量は年々減少

している。また、新型コロナウイルス感染症の影響により生産量が大きく落ち

込み、令和３年度以降は若干増加に転じているものの、コロナ前の水準には達

しておらず、依然として厳しい経営環境が続いている。

鉱物の採掘事業は、生産原価の高騰を製品価格に転嫁することが極めて困難

な業態であり、これまでも徹底した採掘コストの縮小に努めてきた現場では、

燃油価格の上昇が経営状態に悪影響を及ぼしかねない。

また、燃油・資材価格の高騰に加え、漁獲量の減少など漁業を取り巻く環境

も極めて厳しい状況にある。特に、本県の漁業にとって漁業コストに占める燃

油費の割合が大きいため、燃油価格の上昇は直ちに漁業経営を圧迫することに

なる。

鉱物の採掘事業及び農林漁業の用途に供する軽油については、時限的に免税

措置が講じられているが、燃油価格の上昇も含め、これ以上の負担増は、地域

の雇用や社会基盤整備にも悪影響を及ぼし、さらには廃業へと追い込むことに

つながりかねない。

よって、国におかれては、鉱物の採掘事業者の経営安定により、政府が進め

る震災復興や国土強靱化に不可欠な石灰石、岩石等の安定供給を確保するため、

また漁業経営の安定を維持し、豊かな食生活に欠くことのできない水産物の安

定供給を確保するため、次の事項につき、燃油税制に係る措置の堅持を図られ

るよう強く要望する。

１ 軽油引取税の免税措置を堅持すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

高知県議会議長 弘 田 兼 一

軽油引取税の免税措置の堅持を求める意見書
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